
令和３年６月２日１４時００
資料配布 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

６月４日 国道27号で遮断機の操作訓練を実施します。
～大雨等に伴う通行止めに備えます～

梅雨時期を迎え、大雨等による通行止めの際、迅速に対応することを目的に、国道27号で
遮断機の動作確認を兼ねた操作訓練を行います。

福知山河川国道事務所が管理する直轄国道では、大雨時等の道路利用者の安全確保のた
め、異常気象時通行規制区間を設定し、連続雨量が規制雨量に達した場合、通行止めを行っ
ています。
梅雨時期を迎えたことを受け、遮断機の操作手順について確認を行う訓練を実施し、大雨等

に伴う通行止めの必要が生じた場合に備えます。

日 時 ： 令和３年６月４日（金）１４：００～１５：００
※小雨決行
きょうと ふない きょうたんば ますたに

場 所 ： 京都府船井郡京丹波町升谷地先（国道２７号）

内 容 ： 遮断機の操作訓練
京都方面車線の遮断機の操作を行います。

その他 ： 訓練実施に伴い、当日は短時間の片側交互通行を行いますので、道路を利用
される皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
現地取材可能（現地に１３時５０分までにお越し下さい。）
車で来場の際は社章を掲示のうえ、来客、関係者駐車位置（別紙）にお越し下
さい。
※取材の際は、お手数ですがマスクの着用と周囲の人との距離をあけるよう御
協力をお願いします。

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 京都府政記者室

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所
副所長 藤田 晶久 （ふじた あきひさ）
道路管理課長 藤井 隆 （ふじい たかし）
電話：０７７３－２２－５１０４（代）



◆異常気象時通行規制区間の概要◆

福知山河川国道事務所では、大雨による自然災害から人命を守るため、当事務所

の管理区間の内、以下の２箇所で異常気象時通行規制区間を設けています。

各区間に設置した雨量観測所で観測された連続雨量により、段階的に注意強化体

制、警戒体制を発令して対策にあたり、連続雨量が各区間の通行止雨量に達した場

合、自然災害の危険性が高まると判断し、非常体制を発令するとともに通行止めを

実施します。

【異常気象時通行規制区間】

規制雨量(連続雨量;mm)

路線名 区 間 延長(km) 通行止

（非常体制）

福知山市夜久野町額田
９号 1.2 200

～同町日置

京丹波町升谷
27号 0.8 150

～同町中山



国道２７号（升谷地区） 遮断機操作訓練 位置図

国道27号
升谷地区

通行規制区間
Ｌ＝0.8km

訓練実施箇所



国道２７号（升谷地区）
遮断機操作訓練 拡大図

訓練実施箇所

至：舞鶴

至：京都

通行規制区間
Ｌ＝0.8km

遮断機

投光器

投光器

通行止め

至：舞鶴

任務：通行止め

任務：車両転回時の誘導

職員 １名

維持業者 １名

交通誘導員 ２名

車両（黄色回転灯） １台

看板 １枚

停止線

来客、関係者
駐車位置

訓練時資機材、要員配置凡例


